重要事項説明書
作成日　令和７年１０月１日

１．事業主体概要

	事業主体名
	やすらぎ会

	法人の種類
	社会福祉法人

	法人の代表者名
	植田　誠

	事業の代表者名
	植田　誠

	所在地
	〒６３２－０１２２
奈良県天理市福住町５５０４番地

	法人の理念
	やすらぎ会は、普通の生活の場であるというノーマライゼーションの理念を基に、空気清涼で緑色豊富という絶好の環境を生かし、更に、人をたすけて我が身たすかるという“おもい”をもって、地域に密着して開かれた法人の運営を目指します。

	他の介護保険関連の事業
	指定介護老人福祉施設
（介護予防）短期入所生活介護事業
（介護予防）訪問入浴介護事業　居宅介護支援

（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業

	他の介護保険以外の事業
	在宅介護支援センター
地域包括支援センター

ケアハウス（軽費老人ホーム）

地域介護予防関連事業
住まいの支援事業
法人後見事業


２．ホームの概要
	ホーム名
	なごみ筒井

	ホームの目的
	（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業

	ホームの運営理念


	「感謝の心、助け合いの気持ち」を大切に、いつまでも生きがいを持って、社会と関われるよう支援し、地域との交流にも積極的に参画します。

	ホームの運営方針


	１．入居者の尊厳を尊重し、穏やかな生活の場を提供します。

２．日常生活のなかで、能力に応じて自立した生活が、営むことができるよう支援します。

	ホームの管理者
	中村　太

	開設年月日
	平成１５年８月１日
事業譲受のため令和２年４月１日（再）指定

	介護保険事業者指定番号
	2990300150

	所在地･電話・ＦＡＸ番号
	〒６３９－１１２３

大和郡山市筒井町１５３５番地

(電　話)0743‐59‐5753
(ＦＡＸ)0743‐59‐6111

	交通の便
	近鉄橿原線　筒井駅より徒歩約７分

	敷地概要（権利関係）
	８７１．９７㎡

社会福祉法人郡山双葉会所有権（賃貸借契約）

	建物概要（権利関係）
	構　　　造：木造瓦葺平家建、
延べ床面積：２８２.４６㎡

社会福祉法人やすらぎ会所有権

	居室の概要
	和室２室、洋室３室、洋風和室４室

	共同施設の概要
	台所１、トイレ３、風呂１、洗面所１、食堂１

	緊急対応方法
	職員間のＴＥＬ連絡網による速やかな連絡

	防犯防災設備

避難設備等の概要
	ＳＥＣＯＭ契約（自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯及び誘導標識、防犯監視カメラ表門，裏塀２ヶ所設置、各居室スプリンクラー設置、消火器６本）

	損害賠償責任保険加入先
	あいおい損害保険（株）


３．職員体制(主たる職員　令和７年１０月１日現在）
	職員の職種
	員数
	常勤
	非常勤
	保有資格
	研修受講等内容

	
	
	専従
	兼務
	専従
	兼務
	
	

	管理者
	１名
	
	１
	
	
	･介護支援専門員

･社会福祉主事
	管理者研修
認知症介護実践者研修
介護支援専門員専門研修Ⅰ．Ⅱ
認知症介護実践リーダー研修
防火管理者

	計画作成

担当者
	１名
	
	１
	
	
	･介護支援専門員

･社会福祉主事
	同　　上

	介護従事者
	11名
	５
	２
	４
	
	・介護福祉士

・ヘルパー２級

・介護職員基礎研修
	認知症介護基礎研修
管理者研修
認知症介護実践リーダー研修
防火管理者


４．勤務体制（令和７年１０月１日現在）
	昼間の体制
	３名（早出:6:30～15:30　１名）、（日勤9:00～18:00又は9：00～14：00　１名）、（遅出10:30～19:30　１名）

	夜間の体制
	夜勤１名（17:30～9：30　１名）


５．利用状況（令和７年１０月１日現在）
	利用者数
	１ユニット当たり定員９名､(ユニット数：１ユニット)現員８名

	要介護度別
	要介護１：２名　　要介護２：２名　　要介護３：１名

要介護４：１名　　要介護５：２名　　要支援２：０名


６．ホーム利用にあたっての留意事項

（１）面会は基本的に自由ですが、ホームの行事と重ならないようにしていただくため、事前の確認のお電話をお願いします。

（２）外泊は事前にご連絡をお願いします。

（３）入居者ご本人が日常使用される物品は、できるだけお持ち込み下さい。
７．介護サービス費および利用料等について（一日あたり）
（１）介護保険給付サービス
　下記の料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）と家賃及び食費に係る自己負担等の合計金額をお支払い下さい。

　（サービスの利用料金は、ご契約者のご契約者の要介護度及び利用者負担割合に応じて異なります。）
①（介護予防）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）
	基本
サービス費
	要支援２
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護
５

	（介護予防）
認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）
	７６１
単位
	７６５
単位
	８０１
単位
	８２４
単位
	８４１
単位
	８５９
単位


食事、排泄、入浴(清拭)、着替えの介助等、日常生活上の世話､日常生活の中での機能訓練､健康管理､相談･援助等については包括的に提供されます。
②　体制加算
	サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　　　　　　　　　　　　　　　6単位
医療連携体制加算（Ⅰ）＊介護予防除く　　　　　　　　　　　37単位
口腔衛生管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　30単位／月
栄養管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30単位／月
介護職員処遇改善加算Ⅱ　１月につき　　　　所定単位☓178/1000単位
看取り介護加算・・死亡日以前31日以上45日以下　　　　72単位／日
　　　　　　　・・死亡日以前4日異常30日以下　　　　144単位／日
・・死亡日以前2日又は3日　　　　　　　680単位／日
　　　　　　　・・死亡日　　　　　　　　　　　　　　1280単位／日
科学的介護推進体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　40単位／月


　＊所定単位＝①＋②＋③に該当する単位
③　個別加算

	初期加算　入居後３０日を限度　　　　　　　　　　　　　　　　30単位

入院時費用　１月に６日を限度　　　　　　　　　　　　　　　246単位

栄養スクリーニング加算　６ヶ月に１回を限度　　　　　　　20単位／回
退所時相談援助加算　１人につき１回を限度　　　　　　　　　400単位


＊栄養スクリーニング加算・退所時相談援助加算については、費用の支払いを要する場合にはご契約者・利用者代理人・身元引受人様に対して、内容を事前に文書にて説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名捺印をいただくことになります。
④　地域区分
国家公務員の地域手当に準じ、地域割の区分が８区分に定められ、大和郡山市は６級地となりサービス利用料金について１単位１０．２７円となります。
　＊ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻す手続きをとっていただくことになります（償還払い）。

　＊介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
（２）介護保険対象外サービス

①　居室の提供（家賃）　３９，０００円／月
②　食事の提供（食費）　４２，０００円／月

③　水道・光熱費　　　　２５，０００円／月

④　日常生活費・共益費　２７，０００円／月
（イ）日常生活費は、洗濯代、レクレーション材料、日用消耗品代（石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、ティッシュペーパー、洗剤）等です。
（ロ）共益費は、共通する教養娯楽費、ゴミ処理料、自治会費、ＳＥＣＯＭ（防災センサー、防犯監視カメラ）等の共同生活の必要経費です。
＊　入居者御自身の内服薬費､歯科治療費、紙おむつ代、診察費、整髪美容代、レンタル料等は実費で御負担いただきます。
＊　通院送迎代は、大和郡山市内（天理市内の一部医療機関含む）の対応とし、往復１，０００円を御負担いただきます。
＊　医療機関への受診付添い費は、１時間あたり１０００円を御負担いただきます。
８．事故発生時の対応
　主治医や協力医療機関に速やかに連絡し、指示を仰ぐと共に御家族に報告します。また、行政機関や保健所、警察、消防署等の関係機関にも状況に応じて報告します。

《関係機関連絡先》
	原医院
	５６－３０９４

	郡山青藍病院
	５６－８０００

	田北病院
	５４－０１１２

	大和郡山病院
	５３－１１１１

	高井病院
	６５－５５７２

	かきざきクリニック
	５９－６１０１

	サカモト歯科医院
	072－803－6350

	やまと精神医療センター
	５２－３０８１

	山科皮膚科
	５３－８８５５

	緊急時（救急・火災）
	１１９

	大和郡山消防署
	５９－１３３１

	緊急時（警察）
	１１０

	大和郡山市役所（介護福祉課）　
	５３－１１５１

	奈良県郡山保健所
	５３－２７０１

	郡山警察署
	５６－０１１０

	筒井交番所
	５６－０４７７


９．協力医療機関

	協力医療機関名
	郡山青藍病院

	診療科目、ベッド数等
	総合診療　１１９床

	協力医師
	氏名：院長　野中　家久

常勤･非常勤の別：常勤　緊急時の対応：有り

	協力内科医
	原医院

	訪問看護
	原医院　(週1回)

	協力歯科医
	サカモト歯科医院　（週1回）

	協力皮膚科医
	山科皮膚科　（月1回）


10．苦情相談機関

	ホーム苦情相談窓口
	担当者氏名：中村　太　（電　話）0743－59－5753
　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ）0743－59－6111

	外部苦情申し立て機関

（連絡先電話番号）
	機関名：大和郡山市　介護福祉課
（電話）0743－53－1151（ＦＡＸ）0743－53－1049

機関名：奈良県国民健康保険団体連合会
（電話）0744－29－8311（ＦＡＸ）0744－29－8322


重要事項同意確認書
　重要事項説明書の説明同意を行ったことを確認するために、「重要事項同意説明書」を交付します。
以上
「重要事項同意確認書」

私達は、本書面に基づく重要事項説明書の内容及び（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの提要開始に同意しました。
令和　　年　　　月　　　日

（契約者兼利用者）

　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印

（利用者代理人）　　

　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印

（身元引受人）

　　　　　　　　　　住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　ホーム名　　　　　　　　社会福祉法人やすらぎ会

　　　　　　　　　　　　　　　　グループホーム「なごみ　筒井」

　　　　　　　　　　住　　所　　奈良県大和郡山市筒井町１５３５番地

管理者　　　　中村　　太　　　　印
説明者　　　　　　　　　　　　　印
